
地震、集中豪雨など頻発・激甚化する大規模災害等に対応 

する防災・減災対策の充実強化に関する決議 

平成３０年７月豪雨や土砂災害、累次の台風被害、大阪府北部を

震源とする地震、北海道胆振東部地震等の自然災害が多発し、住民

生活の安全・安心が脅かされる甚大な被害が発生したことから、防

災・減災、国土強靱化の取組は喫緊の課題である。 

こうした災害から、国民の生命、身体及び財産を守るためには、

ハード・ソフト両面から様々な防災・減災対策のより一層の推進が

急務となっている。 

よって、国においては、防災・減災対策の充実強化に向け、特に

下記の事項を実現されるよう強く要望する。 

記 

１ 災害復旧・復興支援対策の充実強化について 

(1) 被災自治体の災害復旧・復興対策に万全を期すため、災害復

旧・復興事業に要する経費の地方負担に対する支援措置の充実

強化を図ること。 

(2) 被災者が早期に自立した生活を送ることができるよう、災害

救助法に基づく支援及び被災者生活再建支援制度等の拡充を図

ること。 

(3) 被災自治体においては、災害救助法や被災者生活支援に関す

る業務、災害復興計画の策定・実行に対する業務が増大するた

め、中長期的な人的・技術的支援措置を講じること。 

２ 地震・津波・火山噴火対策等の充実強化について 

(1) 国土強靱化基本法、南海トラフ地震や首都直下地震等に係る

特別措置法など災害関連諸法に基づく施策を着実に推進するこ

と。特に、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」

の確実な実施を図ること。 

(2) 地震、津波及び火山噴火による被害を最小限にするため、観

測・監視体制の強化を図ること。 



(3) 地震による建築物の倒壊から国民の生命を守るため、建築物

の耐震診断・耐震改修に係る財政支援措置や技術力の確保に関

する取組の充実強化を図ること。 

３ 台風・集中豪雨・豪雪対策等の充実強化について 

(1) 頻発・激甚化する台風や集中豪雨などによる被害を防止・軽

減するため、ハード・ソフト対策を連携させた水害・土砂災害

対策、山地災害対策等の推進及び気象観測体制の強化を図るこ

と。 

(2) 豪雪被害に係る除排雪経費の所要額の確保や地域除排雪体制

の整備など各種雪害対策の充実強化を図ること。 

４ 防災・安全に資する社会資本整備事業への支援について 

(1) 緊急防災・減災事業債制度を恒久化するとともに、元利償還

金に対する交付税措置の充実、対象事業の拡大を図ること。 

(2) 地方自治体が計画的に社会インフラ等の防災・減災対策、老

朽化対策などの事業を執行できるよう、防災・安全交付金及び

公共施設等適正管理推進事業債の所要額の確保など十分な財源

を確保するとともに、期間の延長を図ること。 

(3) 社会インフラ等の老朽化対策について、ハード・ソフト両面

からその全体像を財源調達方法や財源規模を含めて明確にし、

自由度の高い交付金の創設など、総合的・計画的な対策の推進

を図ること。 

(4) 地方自治体による適時的確な避難勧告等の発令に資するため、

災害予測システムなどの新技術の開発・導入に係る十分な財政

支援措置を講じること。 

５ 消防防災体制の充実強化について 

(1) 地方自治体の消防防災体制の一層の充実を図るため、消防防

災施設・設備整備に対する財政措置を拡充すること。 

(2)  地域の防災力の強化を図るため、消防団の装備の充実や団員

の待遇改善等に対する財政措置を拡充すること。 



６ 医療救護体制の充実強化について 

  災害発生時に入院患者の安全の確保や被災者に対する適切な医

療を提供するため、医療機関の耐震化や医薬品・資機材の整備、

医療救護に係る人材育成・確保など医療救護体制の充実強化を図

ること。 

７ 原子力発電所の安全・防災対策の充実強化について 

東京電力福島第一原子力発電所事故の原因や対応の検証結果を

踏まえ、速やかに万全の安全対策及び防災対策の強化を図ること。 

以上決議する。 

令和元年６月１１日 

全国市議会議長会 


